
　　　

　既設暗渠管撤去に伴い地上に設置している木柵が支障となるため、木柵撤去再設
置を追加する。また、ボックスカルバート設置に伴い支障となる旧小坂鉄道軌道設備
の撤去復旧を計画していたが、レール単位での撤去が必要なことから、軌条撤去復
旧延長を増工する。

変 更 の 理 由

大館市比内町達子字相善廻１

契 約 者 住 所 氏 名 株式会社羽沢建設 

代表取締役 羽沢　達範

変 更 後 の 請 負 代 金 額 32,410,400 円 （消費税及び地方消費税を含んだ金額）

変 更 後 の 工 期 令和1年5月14日 ～ 令和1年12月20日

変 更 前 の 請 負 代 金 額 31,293,900 円 （消費税及び地方消費税を含んだ金額）

当 初 契 約 締 結 日 令和1年5月14日

変 更 契 約 締 結 日 令和1年12月4日

変 更 前 の 工 期 令和1年5月14日 ～ 令和1年12月20日

様式第４号

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等 大館駅前排水路整備工事（その７）31-51GR-01

工 事 場 所 大館市御成町二丁目地内ほか


